
（様式第３号）
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～

□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
農業の生産性の向上のみならず、潤いとやすらぎの場を創出する基幹的用排水施設の整備について、更新整備の
ニーズが増加するなか、県が事業主体となりより一層計画的かつ効率的な投資に努める必要がある。

・更新時期を迎えている施設が多く、事業の実施要望は
増加している。
・土地改良法に基づき県・市町村が主体となり事業を実施
している。
・より一層の計画的な更新整備を行う必要がある。
・補修工法の採用などコスト縮減に努めて効率的に実施
している。

1,651,567

事
業
実
績

内　　容 単位

ｋｍ

実施地区数（末端）

千円

千円

　概　算
　人件費

箇所

箇所

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

1-08,2-03 農政部農地整備課部・課事業番号 中期総合計画主要施策番号 担
当
課事　業　名

3154

nochi@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況

・基幹的水利施設については8kmの整備
が実施された。

・末端水利施設については85kmの整備
が実施された。

平成20年度整備目標は次のとおりとす
る。
･基幹的水利施設　10km
　(目標に対する進度18％)
･末端水利施設　106km
　(目標に対する進度20％)

基幹・末端農業水利施設の計画的な更新・
整備により農産物の安定生産と品質確保を
図る。
「第6次長野県土地改良長期計画」における
期間内整備目標
･基幹的な農業用水利施設の更新延長
　55ｋｍ(H20～H24)
・末端農業用水利施設の更新延長
　530ｋｍ(H20～H24)

評価

内線

E-mail
かんがい排水事業(公共【生産基盤】）

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

将来に亘って食料を確保するためには、農業用用排水施設の計画的な更新整備による農業用水の安定供給と維持管理労力
の削減が必要である。

土地改良法、土地改良事業実施要綱、土地改良事業関係補助金交付要綱

20年度

86 85

21年度（予定）19年度

20

10

左記以外の20年度の実績

実施地区数（基幹） 10 10 14

平成２０年度の完了地区
（末端）6地区

32 27

末端農業水利施設の更新延長 106

  ■　増加 □　横ばい □　減少
判
定
の
説
明

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 1,579,902 1,796,505 2,450,855 公共

19年度

1,661,926 ― 直接、補助

199,617 208,849 236,623 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

18.10 18.10

予算現額（最終予算＋繰越額等）
  2,040,708

1地区当り平均事業期間
　5.0年

30.40

―

2,450,855

― ―

千円 1,651,567 1,661,926

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

農業生産の基盤である農業用用排水路の更新整備により、農業用水を安定的に供給し、農業生産量の安定と品質確保を図
る。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

県内の基幹的用排水施設の延長は約2,200ｋｍ、末端用排水施設の延長は約13,000kmであり、その多くは昭和20年代から40
年代に整備されている。老朽化による漏水や維持管理費が増大しており、更新時期を迎えている。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

新規採択や事業費が大幅に抑制され水路施設の更新整備が十分に行われていない。また、農業者の高齢化や輸入農産物
の増加により、農業者が減少しており維持管理労力や費用が担い手に集中している。

事業の
必要性

事業内容
破損や漏水により機能が損なわれている農業水利施設の更新整備を行う。
　　（補助率　：県営　【国】50％　【県】25％　【市町村等】25％、　団体営【国】50～55％　【県】１％　【市町村等】49～44％）

実施期間 Ｓ２５ 根拠法令等

基幹的農業水利施設の更新延長 ｋｍ 6 8


